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議案第８６号 

 

   請負契約の締結について 

 

 令和７年度駐車場管理運営事業西条駅前第１自転車駐車場改修工事（建築）の請

負契約を次のとおり締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）第２条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和７年６月２６日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

１ 契約の目的 

  令和７年度駐車場管理運営事業西条駅前第１自転車駐車場改修工事（建築） 

２ 契約の方法 

  条件付一般競争入札 

３ 契約金額 

  ３億７４万円 

４ 契約の相手方 

  東広島市西条上市町５番２６号 

  楠本建設株式会社 

  代表取締役 新 開 光 倫 
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 （提案理由） 

 令和７年度駐車場管理運営事業西条駅前第１自転車駐車場改修工事（建築）の請

負契約を締結するに当たり、その予定価格が１億５,０００万円以上であるため、

議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

 り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

 の工事又は製造の請負とする。
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議案第８７号 

 

特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部改正について 

 

特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

令和７年６月２６日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

 

特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例（平成元年東広島市条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１の２の表その他の非常勤職員の項中「１０,８００円」を「１２,２００

円」に、「１２,８００円」を「１４,５００円」に、「１１,３００円」を「１２,

８００円」に、「１０,９００円」を「１２,４００円」に、「９,６００円」を「

１０,９００円」に、「９,２００円」を「１０,１００円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の規定は、この条例の施

行の日以後にその期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の

前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例

による。 
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（提案理由） 

国会議員の選挙等の執行経費に係る基準額が改定されたことに合わせて、選挙長

等の報酬の額の改定を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２０３条の２ 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査

委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、

専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票

立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員（－略－）に対

し、報酬を支給しなければならない。 

⑤ 報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこ

れを定めなければならない。 
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議案第８８号 

 

   東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担 

に関する条例の一部改正について 

 

 東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年６月２６日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担 

に関する条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例（平成９年東広島市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第８条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。 

 第１１条第１号中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に改め、同条第２号

中「２７万６５５円」を「２９万３,４４０円」に、「２８円３５銭」を「３０円

７３銭」に改める。 

 第１２条第２項中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙に

ついて適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従

前の例による。 
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（提案理由） 

 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）の一部改正により、国会議員の選

挙における選挙運動用ビラ等の作成の公営に要する経費に係る限度額が改定された

ことに合わせて、東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動用ビラ

等の作成に要する経費に係る公費負担の限度額を改定するため、この条例案を提出

するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号） 

第１４２条 

１１ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項

の規定（－略－）に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第１項

第３号から第７号までのビラの作成について、無料とすることができる。 

第１４３条 

１５ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方公共団体は、前項

の規定（－略－）に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第１項

第４号の３の個人演説会告知用ポスター（都道府県知事の選挙の場合に限る。）

及び同項第５号のポスターの作成について、無料とすることができる。 

 




